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【実施要領】 

 

伊予市図書館、文化ホール等管理運営計画策定支援業務プロポーザル実施要領 

 

伊予市図書館、文化ホール等管理運営計画策定支援業務 

プロポーザル審査委員会 

 

１ 目的 

  この要領に定める簡易公募型プロポーザルは、伊予市図書館、文化ホール等管理運

営計画策定支援業務を委託するにあたり、広く企画提案を募集し、最も適切な者を当

該業務の受託者として特定するために実施する。 

 

２ 業務概要 

⑴ 業務名   伊予市図書館、文化ホール等管理運営計画策定支援業務 

⑵ 業務内容  伊予市図書館、文化ホール等管理運営計画策定のためのコンサルタ

ント業務（別紙仕様書のとおり） 

⑶ 契約期間  平成 27年３月 31日（火）まで 

⑷ 業務規模  7,610,000円（消費税及び地方消費税含む。）以内とする。 

 

３ 参加要件 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を満たす者とする。 

⑴ 地方自治法施行令第 167条の 4に該当しないもの 

⑵ 伊予市建設工事等指名停止及び指名回避措置要綱（平成 17年伊予市訓令第 79号）

に基づく指名停止期間中及び指名回避期間中でないこと。 

⑶ 会社更生法（昭和 27 年法律第 127 条）の規定による更生手続きの開始を申し立

て及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続きの開始の申

し立てがなされていないこと。（会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再

生法の規定による再生計画認可の決定を受けているものを除く。） 

 ⑷ 伊予市暴力団排除条例（平成 23年伊予市条例第 30号）第 2条第 1号から第 3号

までの規定に該当していない者であること。 

 

４ 参加表明書等の作成要領 

⑴ 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に定める書類を提出すること。 

 ア 参加表明書（様式第１号） 

 イ 会社概要（様式第２号） 

 ウ 業務実績書（様式第３号） 

管理運営計画（類似業務を含む。）の実績がある場合は、それを優先的に記載す

ること。（公共事業に限定しない。） 

 ※ 本要領の「類似業務」とは、延床面積1,000㎡以上の図書館または、延床面積1,500

㎡以上の文化ホールを含めた複合施設の建設に係る管理運営計画の作成業務等

（平成元年度以降）のことをいう。  

⑵ 添付書類（正本のみ添付すること。ただし、平成２６年度伊予市競争入札参加資
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格者名簿登録事業者については、ア～エの提出は不用） 

ア 印鑑登録証明書 原本（発行後３か月を超えないもの） 

イ 履歴事項全部証明書 原本（発行後３か月を超えないもの） 

ウ 未納税額のないことを証明する納税証明書 

(ｱ) 伊予市内に本店、営業所等を有する者 

伊予市税の完納証明書及び国税の納税証明書（法人「その３の３」） 

 (ｲ) その他の者 

   国税の納税証明書（法人「その３の３」） 

エ 直前１年間の財務諸表等 

 

前号のウの業務実績の記載に当たっては、契約及び業務完了を証する書類の写し

を添付すること。 

 

５ 参加表明書等の提出 

前項に定める書類については、下記により提出すること。 

⑴ 提出期限 

平成２６年５月２９日（木）午後５時 

⑵ 提出場所 

〒799-3113 愛媛県伊予市米湊 768番地 2 

伊予市教育委員会社会教育課（伊予市立図書館） 

Tel：089-983-4051 Fax：089-983-4353 

E-mail：s-kyouiku@city.iyo.lg.jp 

⑶ 提出部数 

提出部数は、正本１部と複本１０部の合計１１部とし、その内容は次のとおりと

すること。 

ア 正本（ファイル綴じとする。） 

前項に記載する書類 

イ 複本（ホッチキス留めとする。） 

前項第１号の内、様式第２号、第３号の書類の写し（添付書類は不要とする。） 

ただし、提出者が特定できる記載は行わないこと。 

 ⑷ 提出方法 

   持参（受付は、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条

に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く日の午前９時から正午

まで、午後１時から午後５時までの間）又は郵送（受取日時及び配達されたことが

証明できる方法とし、提出期限までに必着のこと。）により提出すること。 

なお、本市は、郵送中の事故に伴う損害に関しては一切の責任を負わないものと

する。 

 

６ 企画提案書の作成要領 

企画提案書は、次に定めるところにより作成し、提出するものとする。 

正本及び複本によって提出書類及び記載が異なることに留意すること。 
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また、｢伊予市図書館、文化ホール等管理運営計画策定支援業務委託仕様書｣（別紙）

に、業務の内容を整理しているので、留意の上、作成すること。 

⑴ 企画提案に必要な書類 

ア 企画提案書 

企画提案書の正本には、提出書（様式第４号）を付すものとする。提出書以外

の様式は自由とするが、１つの提案につきＡ４縦型横書き１枚とし、文章での表

現を原則として、基本的な考え方を簡潔に記載すること。また、提出に関し指定

する記載を除き、提出者を特定することができる内容の記述（具体的な会社名や

記号の類、社名が特定できる実績等）は行わないものとする。 

(ｱ) 基本的な考え方（複合施設に関する考え方、具体的な例示など） 

(ｲ) 伊予市らしさを踏まえた提案 

(ｳ) 管理計画策定作業工程 

(ｴ) 施設への要件提起 

(ｵ) その他、業務に関する提案事項 

イ 業務実施体制（様式第５号） 

業務総括責任者をはじめ、担当予定者の役職、氏名、専門分野、現部門での従

事期間及び主な業務実績を記載すること。 

※ 本業務においては、受託者が業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委

託することを禁じるが、業務の一部を、より専門性の高い第三者へ再委託するこ

とまで禁じるものではない。このような一部再委託を予定する場合は、再委託先

として予定する者まで記載すること。 

なお、本契約時における業務の一部再委託に際しては、再委託先及び再委託す

る業務の範囲について、本市と事前に協議を行い、本市が認めた相手先及び業務

内容のみ、一部再委託を可とする。 

ウ 業務参考見積書 

様式は自由とするが、Ａ４とする。なお、「伊予市図書館、文化ホール等管理運

営計画策定支援業務委託仕様書」の業務内容それぞれについて、内訳が分かるよ

うに見積もること。 

ただし、参考資料として提出を求めるものであり、評価の対象とはならない。 

※ 本要領の「図書館、文化ホール等」とは、図書館機能（文化資料館機能を含む）・

文化ホール機能・公民館機能を融合させた複合型文化施設のことをいう。 

※ 本要領の「図書館」とは図書館法第２条に定義するものをいう。 

※ 本要領の「文化ホール」とは音楽、演劇、舞踊、映画など文化芸術事業のため

の設備を有する施設をいう。 

※ 本要領の「公民館」とは、住民のために、実際生活に即する教育・学術・文化

に関する各種の事業を行う教育施設のことをいう。 

⑵ 資料の貸与 

ア 参加表明を提出した者には、次の資料を貸与する。 

(ｱ) 伊予市図書館、文化ホール等建設基本計画 

(ｲ) 伊予市図書館、文化ホール等新築工事設計業務提案書 

(ｳ) 伊予市図書館、文化ホール等建設工程表 
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イ 貸与された資料は、第三者に貸与してはならない。 

⑶ 不明な点がある場合の質問書の提出及び回答 

質問は電子メールによるものとする。なお、必ず着信を確認すること。 

ア 提出様式 

質問書（様式第６号）のとおり。 

イ 提出場所 

｢前項第２号｣と同じ。 

ウ 提出期間 

平成２６年５月３０日（金）午前９時から 

平成２６年６月４日（水）午後５時までとする。 

エ 回答方法 

提出された質問への回答は、提出期限の翌日から起算して５日（休日を除く。）

以内に質問者に対して電子メールで行うほか、伊予市ホームページ

（http://www.city.iyo.lg.jp/）上において公表する。 

 

７ 企画提案書等の提出 

⑴ 提出期限 

平成２６年６月１６日（月）午後５時まで 

⑵ 提出場所 

｢第５項第２号｣と同じ。 

⑶ 提出部数 

正本１部、副本１０部の計１１部を提出すること。 

ア 正本 

(ｱ) 提出書（様式第４号） 

(ｲ) 企画提案書（企業名を用紙右側上部に記載） 

(ｳ) 業務実施体制（様式第５号）（企業名を用紙右側上部に記載） 

(ｴ) 業務参考見積書（企業名を用紙右側上部に記載） 

イ 複本 

(ｱ) 企画提案書（提出者が特定できる記載は行わないこと。） 

(ｲ) 業務実施体制（様式第５号）（提出者が特定できる記載は行わないこと。） 

(ｳ) 業務参考見積書（提出者が特定できる記載は行わないこと。） 

⑷ 提出方法 

「第５項第４号」と同じ。 

⑸ 「第１号」の提出期限までに｢前項第１号｣の書類の提出がなかった場合は、本プ

ロポーザルへの参加を辞退したものとみなす。 

なお、提出が１者の場合も、プロポーザルを実施する。 

 

８ 企画提案に対するヒアリング 

次により、企画提案に関するヒアリングを実施する。なお、提案の順番は、企画提

案書を受け付けた順とする。 

⑴ ヒアリングの予定日 
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平成２６年６月２４日（火）（時間については、後日通知する。） 

⑵ ヒアリングの実施場所 

伊予市中央公民館（詳細については、後日通知する。） 

⑶ ヒアリングに出席できる者 

自社の社員５名以内とし、業務実施を実際に行う者とする。 

⑷ ヒアリングの持ち時間 

プレゼンテーションの時間２０分以内、質疑応答２０分程度とする。 

ただし、準備及び出退に要する時間は含めない。 

⑸ プレゼンテーションの内容 

プレゼンテーションでは、提出した企画提案書に沿って説明を行うこと。 

⑹ プレゼンテーションに使用する機材等 

会場には、プロジェクター及びスクリーンは準備するが、パソコン、その他の機

材等は各社で準備すること。 

⑺ 実施方法について 

ヒアリングは公開により行う。ただし、選考については、審査委員会において非

公開により実施する。 

 

９ 企画提案書の特定等 

  市長は、審査委員会の審査を経て、本業務に最も適当な企画提案を特定し、受託

候補者を決定する。 

⑴ 審査委員会は、「第４項第１号のイウ」及び「第６項第１号のアイウ」の書類及び

ヒアリングの内容に関し、評価する。 

⑵ 企画提案書等の評価割合及び評価基準 

前号における評価割合及びその基準は、別表の評価基準のとおりとする。 

ア 別表の評価基準により評価・採点し、最も優秀なものを特定する。ただし、評 

 価が一定水準（６０点）に達しない場合は、最優秀提案者として特定しない。 

イ プロポーザル参加者が１社のみの場合でも、審査・評価は実施する。なお、特

定については、アに準ずる。 

⑶ 特定結果の通知及び公表 

ア 市長は、特定された企画提案書の提出者に、その旨を書面により通知する。 

イ 市長は、特定されなかった企画提案書の提出者に、その旨を書面により通知

する。 

ウ 市長は、各提案者の評価項目ごとの評価点数を伊予市ホームページ

（http://www.city.iyo.lg.jp/）上において公表する。 

なお、特定されなかった者の会社名については公表しない。 

⑷ 非特定理由の説明 

特定されなかった者は、「前号イ」に定める通知をした日の翌日から起算して５

日（休日を除く。）以内に、次に定めるところにより、非特定理由について市長に

説明を求めることができる。 

ア 提出様式 

様式は自由とする。ただし、Ａ４縦型に横書きとする。 
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イ 提出場所 

｢第５項第２号｣と同じ。 

ウ 提出方法 

「第５項第４号」と同じ。 

⑸ 非特定理由の説明に対する回答 

回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を除

く。）以内に、書面により行う。 

 

10 契約の締結 

前項により受託候補者として特定された者と契約の交渉を行う。この場合において、

契約交渉が不調の場合は、評価により順位付けられた上位の者から順に、契約締結の

交渉を行う。 

 

11 企画提案書等の無効 

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。この場合

において、「第９項」により特定された企画提案書が無効となった場合は、評価により

順位付けられた順位を順次繰り上げる。 

⑴ 提出期限を過ぎて提出された場合 

⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

⑶ 審査の公平性を害する行為があった場合 

⑷ 審査員又は関係者に本企画に対する助言を求めた場合 

⑸ 「第２項第４号」の業務規模を超えた場合 

 ⑹ 「第３項」の各号に該当しない場合 

 

12 その他 

⑴ 企画提案書等の作成、ヒアリング等の本プロポーザルに要する費用は、参加者の

負担とする。 

⑵ 提出された書類等は、返却しない。 

⑶ 提出された書類等は、提出者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。 

⑷ 提出された書類等は、審査及び説明のために、その写しを作成し使用することが

できるものとする。 

⑸ 提出された書類等は、公平性、透明性及び客観性を期すため、公表することがあ

る。 

⑹ 前号により公表する場合、企画提案書の写しを作成し使用することができるもの

とする。 

⑺ 本プロポーザルに係る提出書類について、当該書類の受理後においては、差し替

え、追加、削除等は一切認めない。 

⑻ 業務実施体制に記載した責任者及び担当者は、原則として変更できない。ただし、

やむを得ない理由により変更する場合は、同等以上の者であるとの本市の了解を得

なければならない。 
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＜参考資料１＞ 

 

１ 業務委託の範囲 

  

年度 ハード事業 ソフト事業 

２６ 

 基本設計  
管理運営計画（基本計画） 

 ・ 新施設の位置づけ 

 ・ 現状・課題の調査、分析 

・ 管理運営の基本方針 

 ・ 市民参画と協働のあり方  実施設計  

２７ 管理運営計画（第２次計画～） 

 ・ 施設運営計画（開館日、開館時間、

利用料金等） 

・ 運営組織体制 

・ 広報計画 

・ 自主事業、貸館事業に係る計画 

・ 開館準備計画       等 

 主体工事  ２８ 

２９ 

解体・外構工事等 

３０ 
 開 館  

 ※ 平成２７年度以降の計画策定主体は、今後検討をする。 

 

２ スケジュール一覧 

 

項 目 期限等 

プロポーザル参加意思回答書の提出期限 平 成 ２ ６ 年 ５ 月 ２ ９ 日 （ 木 ） 

企画提案書等に関する質問書提出期間 
平 成 ２ ６ 年 ５ 月 ３ ０ 日 （ 金 ） か ら 

平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ４ 日 （ 水 ） ま で 

企画提案書等の提出期限 平 成 ２ ６ 年 ６ 月 １ ６ 日 （ 月 ） 

企画提案に対するヒアリングの実施 平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ２ ４ 日 （ 火 ） 

特定結果の通知 平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ２ ７ 日 （ 金 ） 

非特定理由の説明要求期限 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ２ 日 （ 水 ） 

契約（履行期限：平成２７年３月３１日） 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 上 旬 

 ※ 上記日程は都合により変更することがある。その場合は事前に連絡する。 
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＜参考資料 ２＞ 

 

１ 設計について 

  ⑴ 設計者の選定 

 設計者の選定にあたっては、第３回伊予市図書館、文化ホール等新築工事設計

業務プロポーザル審査委員会（平成 26 年 2 月 26 日開催）において行った第 2 次

審査の結果、特定者として「株式会社山下設計関西支社」を選定し、設計業務に

係る委託契約を締結した。 

 

 ⑵ 今後の予定 

   設計委託業者により、整備計画策定のための市民参画によるワークショップを

行う（計 10回程度 ※下記スケジュール参照）。 

 

 回数 時期 協 議 内 容 検討委員会開催予定 

基
本
設
計 

第１回 ６月 まちと施設の素敵な関係を考えよう！  

第２回 ７月 文化の拠点が生み出す「伊予物語」を考えよう！ 第 1回検討委員会 

第３回 ８月 ３つの施設をつなぐ「縁側モール」の可能性を考えよう！ 第 2回検討委員会 

第４回 ８月 文化ホールの魅力づくりと運営を考えよう！  

第５回 ９月 図書館の魅力づくりと運営を考えよう！ 第 3回検討委員会 

第６回 10月 公民館の魅力づくりと運営を考えよう！ 第 4回検討委員会 

第７回 11月 基本設計を現地で原寸確認しよう！ 第 5回検討委員会 

実
施
設
計 

第８回 ２月 市民が利用しやすい運営方法を考えよう！  

第９回 ３月 市民協働の運営組織を考えよう！  

第 10回 ５月 手作りオープニング・イベントを考えよう！  

工事    

 ※開催時期、回数及び協議内容については、変更となる場合がある。 



－9－ 
【実施要領】 

 

別表（第９項第２号関係） 
     

評価基準 

評価項目 評価のポイント 

評価及び評価点数 

極め

て 

良好 

良好 普通 

やや 

不十

分 

不十

分 

企画提案 

 基本的
な考え方 

 複合施設における考え方及び根拠に説得
力はあるか。 

5 4 3 2 1 

 実績や先進地事例を踏まえた複合施設に
おける例示に実現性及び説得力はあるか。 

5 4 3 2 1 

小  計 10点満点 

⑴ 伊予市

らしさを

踏まえた

提案 

基本理念に基づく管理運営計画の考え方
は、的確性かつ独創性があるか。 

10 8 6 4 2 

 現状・課題の調査方法は実現性があるか。 10 8 6 4 2 

 市民参画、協働による運営のあり方は、
的確性かつ実現性があるか。 

10 8 6 4 2 

複合型文化施設を活かした提案に、独創
性かつ実現性があるか。 

10 8 6 4 2 

小  計 40点満点 

⑵ 管理運

営計画策

定作業工

程 

 検討委員会の進め方（資料作成、運営、
記録）は的確性かつ実現性があるか。 

10 8 6 4 2 

 開館に向けたモデルプログラムは、的確
性かつ実現性があるか。 

10 8 6 4 2 

小  計 20点満点 

⑶ 施設へ

の要件提

起 

 管理運営計画からみた施設への要件提起
は的確性があるか。 

10 8 6 4 2 

小  計 10点満点 

業務体制・ 

実績 

 業務実

施体制及

び類似業

務の実績 

業務実施体制（担当人数等）及び、担当

者の能力、経験は充分か。 
10 8 6 4 2 

類似業務の実績を有しており、提案に活

かせる内容か。※類似業務については、実

施要領４項第１号を参照のこと 
10 8 6 4 2 

小  計 20点満点 

合  計 100点満点 

講 評  

  



－10－ 
【実施要領】 

様式第１号（第４項第１号関係） 

 

参加表明書 

 

伊予市図書館、文化ホール等管理運営計画策定支援業務の委託に係る簡易公募型プロ

ポーザルに参加を表明します。 

 

平成  年  月  日 

 

伊予市長  武智    様 

 

 

（提出者） 

住 所 

会 社 名 

代 表 者                 印 

電話番号  

 

 

（担当者） 

担当部署  

氏 名 

電 話 

Ｆ Ａ Ｘ 

E - m a i l 

 

 

 



－11－ 
【実施要領】 

 

様式第２号（第４項第１号関係） 

会社概要 

 

会 社 名  

本 社 所 在 地  

契約事業所の所在地  

会 社 設 立 年 月  

資 本 金  

事 業 所 数  

社 員 数  

業 務 概 要   

※ プロポーザル参加表明書の提出日時点で記載すること。 



－12－ 
【実施要領】 

 

様式第３号（第４項第１号関係） 

業務実績書 

 

事業実績（類似業務を含む）を記載する。 
 

 １ ２ ３ 

業 務 名    

契 約 金 額    

履 行 期 間 

年  月  日 

    ～  

年  月  日 

年  月  日 

    ～  

年  月  日 

年  月  日 

    ～  

年  月  日 

発 注 機 関 名    

業 務 の 概 要    

業務実績におけ

る特徴的な事項 
   

※ 記載件数は、３件以内とし、「第４項」の記載事項に注意の上、代表実績から順に

記載すること。 

※ 実績は元請として契約し、既に完了した業務とする。 

※ 業務実績の記載に当たっては、契約及び業務完了を証する書類の写しを添付するこ

と（正本にのみ添付）。 

 



－13－ 
【実施要領】 

様式第４号（第６項第１号関係） 

 

提出書 

 

伊予市図書館、文化ホール等管理運営計画策定支援業務プロポーザルについて企画提

案書を提出します。 

 

平成  年  月  日 

 

伊予市長  武智    様 

 

 

（提出者） 

住 所 

会 社 名 

代 表 者                 印 

電 話 番 号 

 

 

（担当者） 

担 当 部 署 

氏 名 

電 話 

Ｆ Ａ Ｘ 

E - m a i l 

 

 

 



－14－ 
【実施要領】 

様式第５号（第４項第１号関係） 

業務実施体制 

役割 氏名・所属・従事期間等 専門分野・業務実績 担当する業務内容 

業務総括 

責任者 

 
（氏名） 
 
 
（所属・役職） 
 
 
（現部門での従事期間） 

 
年 

 

 
（専門分野） 
 
 
 
（主な業務実績） 
 

 

担当者 

 
（氏名） 
 
 
（所属・役職） 
 
 
（現部門での従事期間） 

 
年 

 

 
（専門分野） 
 
 
 
（主な業務実績） 
 

 

担当者 

 
（氏名） 
 
 
（所属・役職） 
 
 
（現部門での従事期間） 

 
年 

 

 
（専門分野） 
 
 
 
（主な業務実績） 
 

 

 

再委託先がある場合 

分担業務の内容 再委託先または協力先 再委託等の理由 

 

所在地： 

会社名： 

連絡先： 

 

 

所在地： 

会社名： 

連絡先： 

 

 ※ 配置を予定しているもの全員について記入すること。 

 ※ 記入欄が不足するときは、複写して作成すること。 
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【実施要領】 

 

様式第６号（第４項第３号関係） 

 

質問書 

 

伊予市図書館、文化ホール等管理運営計画策定支援業務に関するプロポーザルに

ついて、次の事項を質問します。 

 

質問事項 質問内容 

  

 

会社名 

 

代表者氏名 

 

担当部署・ 

担当者氏名 

 

連絡先 

（電話番号） 

 

E－mail 

 

 
※ 記載欄が不足する場合は、複写して作成すること。 

 


